
＜目標：「総合的な品質の高い公的統計」の適時かつ確実な提供を目指す＞

3. ユーザー視
点に立った統
計データ等の
利活用促進

「公的統計の整備に関する基本的な計画（案）」の概要

第1 施策展開に当たっての基本的な方針

1. 社会経済の変化に
的確に対応する公
的統計の府省横断
的整備の推進

2. 統計の国
際比較可
能性の向
上

4. 品質の高い
統計の作成
のための基
盤整備

5. デジタル技術や多様
な情報源の活用など
による正確かつ効率
的な統計の作成

 GDPの精度の向上、ＳＵＴ体系移行の計
画的推進

 国民経済計算の新たな国際基準に係る国
際的な議論への積極的関与

 経済のデジタル化等の実態を把握するため
の新たな枠組の検討

 SDGグローバル指標について、新しい情報
源の活用可能性の検討も含めた整備推進

 外国人の雇用・労働に係る統計の整備

第2 公的統計の整備に関する事項 第３ 公的統計の作成・提供・利用の基盤整備

 業務マニュアルの整備など各府省による主体的な品質管
理の実施

 オンライン調査の推進、汎用集計ツールの開発など統計
作成のデジタル化の推進

 政府統計ポータルサイト（e-Stat）について、データ提
供の拡充、検索性向上など機能改善

 安全性を確保しつつ、調査票情報の利活用を可能とす
るオンサイト施設の拡大、リモートアクセスの実証実験

 ビッグデータの活用（ビッグデータ保有者（企業）とユー
ザー（行政機関）のマッチング等の場の整備等）

第４ 基本計画の推進  基本計画の推進体制、基本計画のフォローアップ等

【基本的な視点】

別紙３


